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055（225）5128

●組合員が亡くなられた場合も、その配偶者が契約を承継することができます。

790-0001 松山市一番町 4－1－2　愛媛県自治会館 ３ 階

840-0832 佐賀市堀川町 1－1　佐賀県市町会館内

0852（61）0885

静岡県市町村センター内

１F

地震等災害（※1）
（地震・津波・噴火）

②共済契約者の配偶者の所有する
③

6,000万円（風水雪害は450万円、地震等災害は300万円）を
限度に補償します。

650-0044 078（977）8791

088（824）3730

神戸市中央区東川崎町１―３―３　神戸ハーバーランドセンタービル16階

山形県自治会館２ 階

確かな安心を！ いつでも申し込み可能掛金が一律！ 等級制度がありません！
いつでも申し込み可能

　共済契約者の配偶者の所有する居住用建物およびその建物内にある動産

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32
全国町村会館西館内TEL

（※1は除く）。

町村等職員の
共済・保険制度
町村等職員の
共済・保険制度

令和８年度

全国町村会・全国町村職員生活協同組合

町村職員の住宅に関する共済
火災・落雷・風水雪害など対象は様々

町村職員のマイカー共済
掛金が一律！等級制度がありません！

３大疾病、介護、認知症の備えに！
（がん、急性心筋こうそく、脳卒中、介護、認知症、MCI）

生活総合保険

公務中やプライベートに起きた
加害事故と被害事故を補償！

任意生命保険・任意医療保険・任意収入補償保険

死亡・病気・入院・休職に備える！

老後の生活設計実現のために！
在職中に掛金を払込み、退職時に
受取方法を選択可能！

４
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保険期間
令和8年2月1日（午後4時）～
令和9年2月1日（午後4時）

保険期間
令和7年12月1日（午後4時）～
令和8年12月1日（午後4時）

公務中やプライベートに起きた加害事故と被害事故を補償！

財産形成や老後の生活資金確保のために

任意生命保険 任意医療保険 任意収入補償保険

生活総合保険
傷害総合保険

［個人賠償責任補償特約・弁護士費用総合補償特約］
公務員賠償責任保険全国町村職員生活協同組合

医療保険基本特約・三大疾病診断保険金支払特約・介護一時金支払特約・軽度認知障害等一時金支払特約

個人賠償責任の保険金額は、無制限！※1

しかも安心の示談交渉サービス付き※2

自治体の自転車保険加入義務化条例に対応

保険料は月約220円※3からご用意

おケガは日本国内外問わず、24時間補償

プライベートの加害事故・被害事故の
トラブルを補償

公務における損害賠償請求
（住民訴訟や民事訴訟等）に対応5 6

生活総合保険 生活総合保険

TEL 03-5157-2388

全国町村職員
生活協同組合

◆在職中に掛金を払込み、退職時に受取方法を選択できます
◆在職中に脱退された場合でも脱退一時金を受け取ることができますので、

教育・結婚資金などの効率的な準備手段としても活用できます
　  ※脱退後、通常の募集時に再加入できます

軽度認知障害（MCI）または認知症と診断確定
された場合に保険金を支払います。

一時払

三大疾病・介護・認知症・MCIの備えに！

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32
全国町村会館西館内

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32
全国町村会館西館内

TEL
SJ25-03735（承認日：2025年７月１日） SJ25-03702（承認日：2025年７月１日）

保険金の種類
支払事由 支払われる保険金

疾病による死亡（高度障がい）の場合 死亡保険金（高度障がい保険金）

不慮の事故による死亡（高度障がい）の場合 死亡保険金＋災害保険金
（高度障がい保険金＋災害高度障がい保険金）

保険金額は
3,000万円・2,500万円・2,000万円・1,500万円・1,000万円・800万円・600万円・400万円・200万円
から選択できます。※配偶者は1,000万円以下から、こどもは400万円以下から選択

月払掛金の例
保険金額 3,000 万円 2,000 万円 1,000 万円 600 万円 200 万円

男性

15～35歳 3,600  円 2,400  円 1,200  円 720  円 240  円
36～40歳 4,290  円 2,860  円 1,430  円 858  円 286  円
41～45歳 5,370  円 3,580  円 1,790  円 1,074  円 358  円
46～50歳 7,170  円 4,780  円 2,390  円 1,434  円 478  円

女性

15～35歳 2,430  円 1,620  円 810  円 486  円 162  円
36～40歳 3,450  円 2,300  円 1,150  円 690  円 230  円
41～45歳 4,050  円 2,700  円 1,350  円 810  円 270  円
46～50歳 5,370  円 3,580  円 1,790  円 1,074  円 358  円

加入コース�※いずれか１つのコースに加入することも、両方のコースに加入することもできます。
税制適格コース 保険料は「個人年金保険料控除」対象
一般コース 保険料は「一般生命保険料控除」対象

掛　金 ※払込方法は「月払」と「月払・ボーナス払（半年払）の併用」の２つがあります。

掛　金
月払（４月契約開始） ボーナス払（６月契約開始）

１口：2,000円（１～ 50口） １口：10,000円（１～ 50口）

積立金の運用　�積立金は、予定金利に基づき運用します。運用実績が予定金利を上回る場合は、
その上回った部分から配当金として積立金に加算します。

給付内容
●配偶者年金付終身年金（15年保証期間付）
●終身年金（15年保証期間付）
●15年確定年金
●10年確定年金
●５年確定年金（一般コース）
●一時金受取り

主な給付金の種類
給付の名称 支払事由 支払金額

入院給付金 ケガや病気により１泊２日以上継続して入院
したとき 入院給付金日額×入院日数

入院療養給付金 入院給付金が支払われる入院をしたとき 入院給付金日額×５

手術給付金（20倍）
１泊２日以上継続した入院中に、公的医療保
険制度の対象となる手術または先進医療に該
当する手術等を受けたとき

入院給付金日額×20

手術給付金（５倍）
外来または日帰り入院中に、公的医療保険制
度の対象となる手術または先進医療に該当す
る手術等を受けたとき

入院給付金日額×５

入院給付金日額は
12,000円・10,000円・8,000円・5,000円・3,000円から選択できます。
※職員は5,000円以上から、配偶者は10,000円以下から、こどもは5,000円以下から選択

月払掛金の例
入院給付金日額 12,000 円 10,000 円 5,000 円 3,000 円
20～24歳 2,292  円 1,910  円 955  円 573  円
25～29歳 2,832  円 2,360  円 1,180  円 708  円
30～34歳 3,084  円 2,570  円 1,285  円 771  円
35～39歳 3,204  円 2,670  円 1,335  円 801  円
40～44歳 3,420  円 2,850  円 1,425  円 855  円
45～49歳 4,032  円 3,360  円 1,680  円 1,008  円

傷害総合保険（職種級別A級の場合）保険料� ※基本補償のみ、オプションのみの加入は出来ません。
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補償内容（保険金の種類） 中途加入可能プラン 保険金額 中途加入可能プラン
A1コース A2コース A3コース

基本補償 ケガに対する補償 死亡・後遺障害 100万円 100万円 100万円

オプション

個人賠償責任補償特約 無制限（国外1億円） ― 無制限（国外1億円）

弁護士費用
総合補償特約

法律相談費用
（自己負担額1,000円） ― 通算10万円限度 通算10万円限度

弁護士委任費用
（自己負担割合10％） ― 通算300万円限度 通算300万円限度

保険料（年額） 2,600 円 8,110 円 9,700 円
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補償内容（保険金の種類） 保険金額 中途加入可能プラン
A4コース A5コース A6コース

基本補償 ケガに対する補償

死亡・後遺障害 100万円 100万円 100万円
入院（日額） 2,000円 2,000円 2,000円
通院（日額） 1,000円 1,000円 1,000円

手術
入院中の手術：

入院保険金日額の10倍
外来の手術：

入院保険金日額の５倍

入院中の手術：
入院保険金日額の10倍

外来の手術：
入院保険金日額の５倍

入院中の手術：
入院保険金日額の10倍

外来の手術：
入院保険金日額の５倍

オプション

個人賠償責任補償特約 無制限（国外1億円） ― 無制限（国外1億円）

弁護士費用
総合補償特約

法律相談費用
（自己負担額1,000円） ― 通算10万円限度 通算10万円限度

弁護士委任費用
（自己負担割合10％） ― 通算300万円限度 通算300万円限度

保険料（年額） 6,670 円 12,180 円 13,770 円
・�上記保険料は、職種級別A級の方の保険料です。職種級別B級（木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。）、採鉱・採石作業者、自動車運転者（バ
ス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者）の方の保険料は異なります。詳しくは、HPまたはパンフレットをご確認ください。

公務員賠償責任保険 保険料
補償プラン 3,000万円コース 5,000万円コース 1億円コース

損害賠償金および争訟費用 1請求・保険期間中の支払限度額 3,000万円 5,000万円 1億円
初期対応費用 1請求・保険期間中の支払限度額 500万円 500万円 500万円

保険料（年額）
職　　員 A 2,880円 B 4,800円 C 6,240 円
町・村長 H 20,400円 I 54,000円 J 99,600 円

補償のイメージ

月払掛金（１口 = 保険金月額５万円あたり）�
年齢・性別 男　性 女　性 年齢・性別 男　性 女　性

15～24歳 467  円 357  円 45～49歳 1,579  円 1,867  円
25～29歳 495  円 501  円 50～54歳 2,093  円 2,360  円
30～34歳 602  円 671  円 55～59歳 2,490  円 2,535  円
35～39歳 784  円 972  円 60～64歳 2,362  円 2,163  円
40～44歳 1,112  円 1,327  円

毎年の収支を計算し、剰余が生じたときは配当金として還付！加入時の医師の診査不要、健康状態の告知のみで加入可能！
職員・配偶者・こどもが死亡または高度障がいになった場合に保険金が支払わ
れます。

職員・配偶者・こどもが入院・手術した場合、日数や内容に応じ給付金が支払われます。
精神疾患を原因とする場合も補償！

最長１年６か月（参考）

新規加入募集　お申し込みは令和７年10月

新規加入募集　お申し込みは令和７年12月

新規加入募集　毎月14日を締日とし、翌月1日より補償
※中途加入の申込締切は８月14日です。

新規加入募集　毎月14日を締日とし、翌月1日より補償
※中途加入の申込締切は８月14日です。

※１ 国外は、１億円限度　※２ 示談交渉サービスは、国内のみ　※３ A1コース年額保険料2,600円の場合

〈三大疾病診断保険金支払特約〉
保険金額

対象年齢
（被保険者）

50 万円 100 万円 150 万円 200 万円 250 万円 300 万円
満35〜39歳 1,500 円 3,000 円 4,500 円 6,000 円 7,500 円 9,000 円
満40〜44歳 2,630 円 5,250 円 7,880 円 10,500 円 13,130 円 15,750 円
満45〜49歳 4,240 円 8,480 円 12,720 円 16,950 円 21,190 円 25,430 円
満50〜54歳 6,300 円 12,600 円 18,900 円 25,200 円 31,500 円 37,800 円
満55〜59歳 9,570 円 19,130 円 28,690 円 38,250 円 47,820 円 57,380 円
満60〜64歳 13,880 円 27,750 円 41,630 円 55,500 円 69,380 円 83,250 円

・新規加入・継続加入ともに、被保険者満79歳までご加入いただけます。

〈介護一時金支払特約〉
保険金額

対象年齢
（被保険者）

100 万円 200 万円 300 万円
満40〜44歳 180  円 360  円 540  円
満45〜49歳 450  円 900  円 1,340  円
満50〜54歳 900  円 1,790  円 2,680  円
満55〜59歳 1,880  円 3,750  円 5,620  円
満60〜64歳 3,750  円 7,500  円 11,240  円
満65〜69歳 6,430  円 12,850  円 19,270  円

・新規加入は、被保険者満79歳までご加入いただけます。
※�満80歳以上の方は新規加入いただけません。継続後の保険料を表示しています。（継続は、
被保険者満89歳までとなります。）

〈軽度認知障害等一時金支払特約〉
保険金額

対象年齢
（対象者）

10 万円 20 万円 30 万円
満 0〜54歳 1,670  円 3,330  円 5,000  円
満55〜59歳 2,280  円 4,560  円 6,840  円
満60〜64歳 2,940  円 5,880  円 8,820  円
満65〜69歳 4,370  円 8,730  円 13,100  円
満70〜74歳 7,950  円 15,890  円 23,830  円

・新規加入は、被保険者満79歳までご加入いただけます。
※�満80歳以上の方は新規加入いただけません。継続後の保険料を表示しています。（継続は、
被保険者満89歳までとなります。）

特定疾病保険

三大疾病診断
保険金支払特約1 介護一時金支払特約2 軽度認知障害等

一時金支払特約3

ご自身の三大疾病診断確定時
の費用に備えたい！

ご自身や親の将来的な介護に
かかる費用に備えたい！

認知症やその前段階となる
軽度認知障害（MCI）の

診断確定時の費用に備えたい！

いずれの特約も単独加入が可能です！

中途加入
OK!

ケガ・病気で長期間働けなくなり収入が減少した場合、最長65歳まで保険金が支払われます。

詳細は任意共済パンフレットをご覧ください

詳細は年金共済パンフレットをご覧ください


